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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方として「社会・顧客・株主・社員といったステークホルダーに対する社会的

責任（ＣＳＲ）」を果たすための経営統治機能と位置づけております。

従って、当社の経営理念である「つぶれないロマンのある会社づくり」を実現、継続するため、経営の透明性、健全性を高め、ステークホルダ

ーへの責任を果たすべく、経営上の組織体制や仕組みを整備統制し、徹底したコンプライアンスのもとで安定して収益を上げられるように

進めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

　当社は、株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの利用等を今後検討してまいります。

【原則１－３．資本政策の基本的な方針】

　当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、経営環境の変化に対応できる財務基盤の強化を図りながら、将来の事業展開に備えて十分な株主
資本の水準を維持することを資本政策の基本としております。

　株主の皆様への利益還元につきましては、継続的かつ安定的な配当を維持し、自己株式取得についても市場環境を勘案しながら適宜実施して
まいります。

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

　当該株式に係る議決権の行使に関しましては特段の基準を設けておりませんが、投資の目的であるシナジー効果が最大限発揮され当社の企
業価値向上に寄与するよう、提案された議案を検討し行使しております。

【補充原則４－１－２】

　当社は、中期経営計画を定めておりませんが、中長期的なビジョンである「100億円30事業部構想」を掲げることで株主・投資家との共有認識を
醸成できるよう努めております。また、毎期初に当該期の目標額を開示しており、その実現に向けて社員一丸となって取り組んでおります。目標額
と一定の乖離が生じた際は必要な開示を行っている他、半期毎に開催される決算説明会において乖離要因等を分析し、次の半期や次期の計画
へ反映する計画を機関投資家へ説明しております。また、中期経営計画を策定する必要性も引き続き検討してまいります。

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社では、現段階において中期経営計画を策定・公表いたしてはおりませんが、中長期的な目標水準を明示すると共に、目標達成に向けた定
性的・定量的根拠を日常のIR活動を通じ説明するよう努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

　当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて当社事業におけるシナジー効果が期
待されることであります。この基本方針に基づき迅速かつ適正な意思決定が執れるよう、当社では純投資以外の投資について社内規定を整備し
これを遵守し運用するものとしております。具体的には、担当部門が主体となって投資対象企業の候補を選定し投資判断に必要な情報を収集し、
担当取締役は報告を受けた情報を精査し投資対象企業の具体的な検討の開始を決定し、取締役会は当該検討結果に基づき投資に関する意思
決定を行うものとしております。また、投資後においても担当部門による投資対象会社のモニタリングを随時行い、モニタリング結果の報告を受け
た担当取締役は、当社の財務状況やシナジー効果が想定通り発揮されているかどうか等の点を踏まえ投資の継続の検討を行い、取締役会に定
期的に報告するものとしております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引については取締役会への付議・報告事項とすることを「取締役会規則」に定め、徹底しており、
その取引実績については、関連法令に基づき、適時適切に開示しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（1）経営理念、経営戦略、経営計画については当社ホームページに開示しております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書に記載しております。

（3）取締役及び監査役の報酬等については、基本報酬と業績連動からなる賞与で構成されており、株主総会にて限度額の総額を決定し、一定の
支給基準を設定し取締役会にて決議しております。

（4）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見等を考慮の上、それぞ
れの職務と責任を全うできる適任者を選定する方針に基づき、代表取締役が提案し、取締役会へ付議し決議しております。

（5）社外役員については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。取締役・監査役の選任・指名については、「株主総会招



集ご通知」に個人別の経歴を示してご説明しております。

【補充原則４－１－１】

　取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、経営方針や事業計画、投資計画など取締役会規則に定めた経営に関わる重要事項の
意思決定及び業務執行の監督を行い、また、経営陣に対しては業務執行の意思決定を行うため、各業務を担当する取締役、執行役員に委任して
おります。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

　会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たして頂ける資質を十分に備えた独立社外取締役２名を選
任しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。当社は、創業の精神と四方よしの
精神にのっとり、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、「社外役員の選任基準」を以下のとおり定
め、有価証券報告書において開示しております。

「社外役員の選任基準」

・弁護士の資格を有する者

・税理士の資格を有する者

・公認会計士の資格を有する者

・経営の専門家としての専門知識、見識、経験を有する者

・その他、経営、組織運営に係る知識、見識、経験を有する者

　これらの条件のいずれかを満たす者で、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場による検討を行うことができ、かつ人格的にも問題が
ないと認められる者とする。

【補充原則４－１１－１】

　取締役候補の選任に際しては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を重視し、当社の規模を踏まえ、十分議論の上、
最終的に取締役会で決定しております。

【補充原則４－１１－２】

　当社の業務執行取締役及び社外取締役は、当社グループ以外の他の上場会社の社外役員を兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制
となっております。

【補充原則４－１１－３】

　当社取締役会は、複数の社外取締役をメンバーに加えることにより、取締役会としての判断や会議の運営など、取締役会全体の実効性を担保し
ていくよう努めております。また、取締役会全体の実効性について、社外取締役を含む全ての取締役、監査役に対するアンケートを実施し、経営
上重要な事項の承認と業務執行の監督が十分であるとの結果を得られ、当社取締役会としては、実効性が十分確保されていると評価いたしまし
た。

【補充原則４－１４－２】

　取締役及び監査役には、求められる役割と責任を充分に果たしうる人物を専任しております。取締役及び監査役は、時々の情勢に応じ、都度、
外部セミナー、外部団体への加入及び人的ネットワーク（異業種交流）へ参加し、取締役、監査役に対する役割と責任の理解促進に努めておりま
す。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家と対話を行い、意見や要望を経営に反映させ、株主と共
に当社を成長させていくことが重要と認識しております。そのため、ＩＲ担当役員を中心としたＩＲ体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対す
る理解を得る為、年２回の機関投資家向けの決算説明会の開催や機関投資家からの取材にも積極的に応じております。また、当社の株主構成に
鑑み、海外の機関投資家に対してもＩＲ担当役員を中心に積極的な対話を行っております。

　以上を基本方針とし、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

（1）当社では、ＩＲ担当役員を２名選任しており、有機的な連携に努めております。また、ＩＲに関連する部署との情報共有を密にすることで連携を強
化するよう努めております。

（2）ＩＲ担当役員にて機関投資家との面談を積極的に対応すると共に、年に２回機関投資家向けの決算説明会を開催し、代表取締役及びＩＲ担当
役員が直接説明しております。また、各四半期決算の概況等の情報を発信しております。

（3）ＩＲ活動の情報やそこで得た意見・要望等のフィードバックについては、面談記録等にて取締役・監査役との情報共有を図っております。また、
株主異動等の情報については、毎月開催の取締役会にて報告しております。

（4）株主・投資家・アナリストとの対話の際には、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資する事項を対話のテーマとし、インサイ
ダー情報の管理に留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

エムエス商事株式会社 9,350,000 25.02

有限会社野村興産 3,360,900 8.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,112,600 8.33

BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND 1,706,200 4.57

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1,645,800 4.40



GOLDMAN,SACHS&CO.REG 1,319,600 3.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,287,400 3.44

GOVERNMENT OF NORWAY 1,213,200 3.25

野村　正治 1,039,583 2.78

株式会社三井住友銀行 900,000 2.41

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

現在、当社グループのコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えるような特別な事情はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 30 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

後藤　長八 他の会社の出身者 △

熊本　倫章 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



後藤　長八 ○ 独立役員に指定しております。

長年にわたる企業経営者としての豊富な経

験、見識、人格などを総合的に勘案し社外

取締役に選任しております。

また、独立役員の指定にあたっては、当人が

以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して

おり、独立役員として充分にその役割を果た

せるものと考えております。

(1)当社の業務執行者（当社は親会社、兄弟

会社を有しておりません）

(2)当社を主要な取引先とする者若しくはその

業務執行者等又は当社の主要な取引先若し

くはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家

(4)当社の主要株主

(5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者

(a)前(1)から(4)までに掲げる者

(b)当社又は当社子会社の業務執行者

熊本　倫章 ○ 独立役員に指定しております。

警察組織における幅広い経験、見識、人格

などを総合的に勘案し社外取締役に選任して

おります。

また、独立役員の指定にあたっては、当人が

以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して

おり、独立役員として充分にその役割を果た

せるものと考えております。

(1)当社の業務執行者（当社は親会社、兄弟

会社を有しておりません）

(2)当社を主要な取引先とする者若しくはその

業務執行者等又は当社の主要な取引先若し

くはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家

(4)当社の主要株主

(5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者

(a)前(1)から(4)までに掲げる者

(b)当社又は当社子会社の業務執行者

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、主として業務監査の観点から、経営に対する監視、監督の機能を果たしております。また、会計監査人は、会計及び内部統制の

観点からそれぞれ監査を行っております。

監査役と会計監査人は定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行うなど、連携と協調を図ることにより

双方の監査を充実、向上させております。

また、当社では、内部監査機能を持つ内部統制室を設置しており、業務の遵法性や効率性を担保、検証するために行う内部監査や、その

監査結果に基づく被監査部門への改善勧告、検証を、監査役と内部統制室が連携して実施することで、内部監査機能と内部統制機能を

より強固なものとするように努めております。また、内部統制室は、必要に応じて会計監査人との情報交換及び意見交換を実施し、監査の

質を向上させる事に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小山 史郎 税理士

江戸 忠 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小山 史郎 ○ 独立役員に指定しております。

税理士としての専門知識、見識、経験、人格

などを総合的に勘案し社外監査役に選任して

おります。

また、独立役員の指定にあたっては、当人が

以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して

おり、独立役員として充分にその役割を果た

せるものと考えております。

(1)当社の業務執行者（当社は親会社、兄弟

会社を有しておりません）

(2)当社を主要な取引先とする者若しくはその

業務執行者等又は当社の主要な取引先若し

くはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家

(4)当社の主要株主

(5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者

(a)前(1)から(4)までに掲げる者

(b)当社又は当社子会社の業務執行者

江戸 忠 ○ 独立役員に指定しております。

税理士としての専門知識、見識、経験、人格

などを総合的に勘案し社外監査役に選任して

おります。

また、独立役員の指定にあたっては、当人が

以下の(1)から(5)に該当しない事を確認して

おり、独立役員として充分にその役割を果た

せるものと考えております。

(1)当社の業務執行者（当社は親会社、兄弟

会社を有しておりません）

(2)当社を主要な取引先とする者若しくはその

業務執行者等又は当社の主要な取引先若し

くはその業務執行者

(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭そ

の他の財産を得ているコンサルタント、会計

専門家又は法律専門家

(4)当社の主要株主

(5)次の(a)又は(b)に掲げる者の近親者

(a)前(1)から(4)までに掲げる者

(b)当社又は当社子会社の業務執行者

【独立役員関係】



独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

2008年6月26日の第32回定時株主総会において、ストックオプション実施のための新株予約権発行を決議。

2011年6月29日の第35回定時株主総会において、ストックオプション実施のための新株予約権発行を決議。

2012年2月21日の取締役会において、第35回定時株主総会で発行を決議した新株予約権の消滅を決議。

2012年2月21日の取締役会において、有償ストックオプション実施のための新株予約権発行を決議。

2014年6月27日の第38回定時株主総会において、ストックオプション実施のための新株予約権発行を決議。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、その他

該当項目に関する補足説明

主たる目的は業績向上に対する意欲や士気を一層高め、株主の利害を可及的に一致させるためのものです。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当連結会計年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬の総額は219,012千円であり、その内訳は以下のとおりで

あります。

１．取締役及び監査役に対する報酬

・取締役 130,975千円

・監査役 31,717千円

２．取締役及び監査役賞与金の支給額

・取締役 54,320千円

・監査役 　2,000千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については

議案の事前説明を行っております。

　また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行

できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．現状のガバナンス体制

　当社では、以下のガバナンスを採用しており、それぞれの要素の相乗効果により、効果的に運用しております。

(1) 当社の取締役会は社外取締役２名（２名共に独立役員）を含む７名で構成され、原則として毎月第５営業日に定例の取締役会を開催し、

必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、「重要な財産の処分及び譲受け」並びに「多額の借財」のうち、時期を捉えた迅速な

意思決定が必要な事案については、取締役会において選定した特別取締役による決議を行います。

(2) 監査役（４名のうち２名が社外監査役且つ独立役員）は、監査方針に基づく監査を行い、適宜助言や是正勧告を行うと共に、代表取締



役、会計監査人との意見、情報交換を行っております。

(3) 取締役の報酬については、取締役会で、監査役は監査役会での協議のうえ、決定しております。

(4) 企業活動に伴うリスクに関し、日常業務における不具合については当社独自のシステムであるクイックレポートにより対応を行い、重要

問題に対しては必要に応じ危機管理委員会を設置し、予防的対策を速やかに実行させる体制を構築しております。また全社的にはコンプラ

イアンス推進委員会を開催し、継続してリスクマネジメントが有効に機能するコンプライアンス重視の経営が可能な体制づくりを行っており

ます。

　なお、当社は、社外役員の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営

に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。

　また、当社は、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条

第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容は、社外取締役及び

社外監査役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合、法令の定める額を限度としてその責任を負うものとし、責任限定が

認められるのは、責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限るものとしております。

　当社は、このような体制のもとにおいて、継続的に適正なコーポレート・ガバナンスを維持することができるものと認識しております。

２．監査役の機能強化に向けた取組状況

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】に記載しており、当該欄を参照願います。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査役・監査役会（社外監査役２名）の機能を有効に活用するほか、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い社外取締

役を複数選任した上で、当該社外取締役と監査役会、内部統制室等との連携を図ることにより、経営に対する監督機能の強化に資すること

が可能であると考えており、現行会社法制との整合性を保ちつつ、多数の株主様・投資家の方々から信認を得るべき上場会社にふさわしい

コーポレート・ガバナンス体制の構築を重視しております。

　当社では、これに加え、前記２項に述べた取組みにより、経営に対して十分な監督・監査機能を発揮できると判断しているため、継続して

監査役会設置会社制度を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会招集通知は早期発送しております。また、招集通知に記載する情報は、株主総
会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnetや自社のウェ
ブサイトにより電子的に公表しております。

電磁的方法による議決権の行使
今後検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供
株主総会招集通知の英訳版を作成し、TDnetや自社のウェブサイトにより電子的に公表し
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期単位での決算説明会、別途ショールーム見学会等を適宜実施。 あり

IR資料のホームページ掲載 決算数値の提示。新商品の紹介

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ広報

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の行動規範、危機管理マニュアル、個人情報保護規程などに織り込んでおります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
エコ商品の開発、地域における美化活動の実施、環境負荷低減など、ISO14001に準じた
継

続的な環境活動を実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コーポレートガバナンスの実効性を高め企業価値向上に資することを目的として、以下のとおり内部統制に関する体制の整備・充実

を図っております。

（１）取締役の職務の執行が法令等に適合するための体制

　内部統制室を中心とした内部監査、クイックレポートなどにより取締役、使用人が互いに牽制し、コーポレートガバナンスを充実させると共に、

　社長を最高責任者とするコンプライアンス推進委員会を設置し、これらを推進しております。

（２）業務の適正を確保するための体制

　(a)情報保存管理体制

　　取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書など取締役の職務の執行に関する情報、資料などの管理については、「文書管理規程」など

　　により作成、保存、管理を行っております。

　(b)リスク管理体制

　　事業活動に潜在するリスクを設定し、危機管理委員会の各グループにて当該リスクの予防及び対策を検討し、危機管理に関する規程

　　類の制定、見直し、教育、指導を行っております。また、緊急事態又はその恐れがある場合には、社長を対策本部長とした危機管理

　　対策本部を設置し、その対応に当たっております。

　（c）効率的職務執行体制

　　原則として毎月第５営業日に定例の、また適宜必要に応じて取締役会を開催し、現状および重要課題に関する議論を行い、中長期に

　　ついては予算会議等を通して計画の適正化を図る事で執行の効率化を図っております。なお、当社においては、時期を捉えた迅速な

　　意思決定が必要な事項については、取締役会において選定した特別取締役による決議を行います。

　(d)コンプライアンス体制

　　コンプライアンス推進委員会を設置し、事業活動に関連する法令、企業倫理、ドウシシャグループ企業行動憲章、社員行動規範、社内規程

　　などの遵守を確保するため、同志社ＤＮＡスクールなどを通じた教育、研修を実施し、検証しております。

（３）グループ会社の業務の適正を確保するための体制

　　連結経営を念頭に、関係会社管理規程や業務分掌などに基づき業務の適正化を図ると共に、当社での役員会開催など親密な意思疎通

　　を図っております。

　　(a)子会社の情報管理体制

　　　グループ全体での事業計画発表会開催や、当社での取締役会会開催など親密な意思疎通を図っているほか、主要な議案については事前

　　　協議をし、子会社の取締役会への報告事項を把握しております。また、当社の取締役会には子会社からの業績報告を含んでおります。

　　(b)子会社のリスク管理体制

　　　危機管理に関する規程類はグループ各社で共有しており、必要に応じて当社の危機管理委員会において、対策を協議する体制を構築

　　　しております。

　　(c)子会社の効率的職務執行体制

　　　子会社担当役員が職務の執行について、必要に応じて指導を行っております。また中長期的には経営計画を当社がレビューし、その内容

　　　を精査、指導しております。

　　(d)子会社のコンプライアンス体制

　　　当社のコンプライアンス推進委員会で子会社の事業活動における法令、企業倫理、社内規程などの遵守を確認しており、同志社ＤＮＡ

　　　スクールなどを通じて教育、研修を実施しております。

（４）監査役監査の体制

　　監査役は、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案に

　　ついて、適宜助言や是正勧告を行うなど内部統制が有効に機能するよう努めており、会社は以下の体制を整備しております。

　　(a)監査役の補助使用人に関する事項

　　　監査役は必要に応じて補助使用人を置く事が認められており、法務部及び内部統制室のメンバーが補助使用人として監査役及び監査

　　　役会の職務執行を補助しております。

　　(b)監査役の補助使用人の独立性に関する事項

　　　監査役及び監査役会の職務を補佐する補助使用人の人事異動、報酬などについては事前相談などにより独立性を確保するような

　　　措置をとっております。

　　(c)監査役の補助使用人への指示の実効性に関する事項

　　　監査役からの指示を受けた補助使用人は、適宜指示内容についての報告を監査役に実施しております。

　　(d)監査役への内部報告体制

　　　当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害が発生する事実、又は法令・定款に違反する行為の恐れが

　　　あると知った場合もしくは監査役から報告を求められた場合、いずれも関係資料を開示し、その説明を行う事ができ、監査役は

　　　いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。また、監査役がいつでも使用人作成のクイックレポート

　　　を閲覧できる体制を構築しております。

　　(e)監査役への報告者の保護体制

　　　内部通報規則において、内部通報に関する情報も種類や相手先について制約することなく、また、通報者に不利益のある扱いをしない

　　　ことを明示、徹底しております。

　　(f)監査役の独任制に関する事項

　　　監査役には、職務執行の必要に応じて必要な費用の前払い、精算が認められております。また、当社は、監査役の職務執行のため、

　　　一定額の予算を設けております。

　　(g)監査役の実効性を担保する為の体制

　　　監査役は、四半期に一度、定期的にまた必要に応じて代表取締役、会計監査人と意見、情報交換を行うと共に、監査方針に基づく

　　　監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正

　　　勧告を行っております。

　

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コンプライアンスを徹底させ、企業としての社会的責任を全うするために、以下のとおり、反社会的勢力に対する基本方針を定めて

おります。

(１)一切の関係遮断



　反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たない。こうした勢力への資金提供は、絶対に行わない。

(２)組織全体での対応

　反社会的勢力による被害を防止するために、企業行動憲章、社員行動規範等に明文の根拠を設け、担当部署や担当者だけでなく経営

　トップ以下、組織全体で一丸となって対応する。

(３)平素からの外部専門機関との連携及び社内体制の整備

　反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、関連する情報を収集し、マニュアル等の

　文書を整備し、従業員への教育訓練を行う。

(４)有事における速やかな対応

　反社会的勢力による不当要求は拒絶し、速やかに対応部署に連絡し、外部専門機関に相談し、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

　そして、あらゆる対抗手段を講じ、こうした勢力に屈しない姿勢を明らかにする。

(５)公明正大な対応と裏取引の禁止

　反社会的勢力による不当要求が、会社に関する不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引は絶対に行わず、

　事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。

　また、当社は、上記基本方針に基づき、以下のとおり、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止するための

　体制の整備・充実を図っております。

(１)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

　社内外で生じた反社会的勢力に関する事案については、速やかに総務部もしくは内部統制室より経営幹部へ報告されます。対応について

　は内部統制室が統括し、事案の規模・重要度に応じ、取締役会もしくは社長を責任者とした危機管理委員会を開催し、法務部や関係部署

　によるサポートの下、対応を決定することとしております。

(２)外部の専門機関との連携状況

　必要に応じて、顧問弁護士、警察、主幹事証券会社、株主名簿管理人、企業防衛連合協議会、暴力追放推進センター等へ相談しており

　ます。

(３)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　顧問弁護士、警察、主幹事証券会社、株主名簿管理人、企業防衛連合協議会、暴力追放推進センター等より情報収集を行っております。

　特殊株主情報については総務部にて、また、その他反社会的勢力に関する情報については内部統制室にて管理しております。

(４)対応マニュアルの整備状況

　反社会的勢力による関与防止、当該勢力による被害を防止するため、各種危機管理マニュアルにより、社員に対し、反社会的勢力との

　関わりを持たない旨、また当該勢力により被害にあった場合の対応方法を明らかにしております。

(５)研修活動の実施状況

　同志社ＤＮＡスクールなど社内研修制度を通じ、必要に応じて、役員、部門責任者及び社員に対する研修を実施しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現在、買収防衛策は導入しておりませんが、経営の課題の一つとして検討しております。なお、株主様に安定して保有して頂くため、また

当社の経営政策に賛同を頂くよう情報開示、ＩＲ活動を通じて、コミュニケーションを図り、企業価値及び株主価値を向上させることが防衛

策に繋がると考えております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の適時開示に係る社内体制の概要は次のとおりです。

１．適時開示に関する基本的な考え方

当社は、証券取引に関する法令及び証券取引所の諸規則を遵守し、迅速、正確かつ公平な情報開示を実行することで、株主、投資者の

方々に当社をご理解いただき、適正に評価いただけるように努めます。

２．適時開示に係る社内体制

（１）情報開示の基準

投資者の方々の投資判断に重要な影響を与える決定事実、決算に関する情報、発生事実は、会社法、金融商品取引法、その他諸法令

ならびに証券取引所の定める「有価証券上場規程」等の諸規則に従って、迅速に情報開示を行います。

（２）情報開示の方法

開示情報は、東京証券取引所が運営する「適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）」において開示するものとし、その後、速やかに当社

ホームページに掲載します。

（３）開示情報の取り扱い

１）当社の情報開示に関する業務は経営企画部が主管し、ＴＤｎｅｔへの登録は総務部にて行います。

２）決定事実、決算に関する情報は、取締役会での決議後に遅滞なく開示します。

３）発生事実については、業務執行部門が社内稟議申請を行い、経営企画部が情報開示の要否判断をし、稟議決裁後に速やかに開示

　します。

（４）適時開示管理体制の監査

適時開示管理体制の監査は、監査役ならびに内部統制室により行われます。




